
事 務 連 絡 

平成23年４月18日 

 

 各障害福祉サービス事業者等管理者 様 

 

神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課 

 

「東日本大震災」による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣について（５月分） 

 

日ごろから本県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、平成23年4月15日付けで厚生労働省から社会福祉施設等に対する介護職員等の派

遣について依頼がありましたので、５月中に被災地域に派遣が可能な介護職員等の状況につき

まして、法人又は事業所ごとに取りまとめの上、平成23年４月20日(水)午前10時までに送付先

あて別紙（別添のエクセルファイル）をファクシミリ又はＥメールによりご回答くださるよう

お願いいたします。なお、回答期限が短いため、現状で可能な範囲でご回答いただき、その後

の追加・変更等については随時受け付けをいたします。 

また、厚生労働省からの連絡によると、本日までの被災地への派遣状況は次のとおりです。 

 岩手県 12人（うち活動中12人） 

宮城県 27人（うち活動中18人） 

福島県 16人（うち活動中８人） 

派遣を行っているのは、北海道、青森県、栃木県、茨城県等、計12自治体からで、派遣する

際の移動の負担等を考え、今のところ被災県の近県にお願いしている状況とのことです。 

 

派遣職員登録票送付先 

 
送付先 事業所の所在地が横浜市の場合 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 
FAX 045-671-3566  E-mail kf-syokikaku@city.yokohama.jp 

 
事業所の所在地が川崎市の場合 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 
FAX 044-200-3932  E-mail 35syokei@city.kawasaki.jp 

 
事業所の所在地が相模原市の場合 
 相模原市健康福祉局福祉部障害福祉課 
 FAX 042-759-4395  E-mail shougai-fukushi4@city.sagamihara.kanagawa.jp 
 
事業所の所在地が横須賀市の場合 
 横須賀市健康福祉部障害福祉課 
 FAX 046-825-6040  E-mail hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp 
 
事業所の所在地が上記以外の場合 
 神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課 
 FAX 045-201-2051  E-mail jiritsu.shien@pref.kanagawa.jp 

 
（注）所在地とは、法人本部ではなく、障害福祉サービスの事業者指定を受けている事業所の

所在地とします。 
 
問い合わせ先  

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課  電話 045-671-3601 (直) 
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課  電話 044-200-2654 (直) 
相模原市健康福祉局福祉部障害福祉課  電話 042-769-8355(直) 
横須賀市健康福祉部障害福祉課  電話 046-822-9398(直) 
神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課  電話 045-210-4717(直) 



事 務 連 絡         

平成 23 年４月 15 日 

各 都道府県 障害保健福祉担当課 御中  

（岩手県、宮城県、福島県を除く） 

 

障害保健福祉部障害福祉課 

 

「東北地方太平洋沖地震」による社会福祉施設等に対する 

介護職員等の派遣依頼（５月）について 

 

 標記については、先般、４月における派遣可能状況の把握につきご協力いただいたとこ

ろですが、今般、５月の派遣可能状況につき、別添様式に沿い下記宛先までご報告いただ

きますようお願いします。 

 なお、調査結果につきましては、指定都市、中核市の結果についても各都道府県単位で

とりまとめの上、ご報告下さい。 

 

記 

 

１．提出締め切り 

   ４月２１日（木）１７：００ 

 

２．報告先  

  福祉サービス係 櫻井：sakurai-takuma@mhlw.go.jp  

 

３．前回調査からの主な変更点 

 

 ○ 新たに調査対象に「相談支援事業所」及び「相談支援専門員」を追加。 

 

 ○ 居宅介護に対応可能な職員の把握するため、調査項目を追加。 

  （居宅介護サービスに従事している者のほか、居宅介護サービスに従事していないが、 

  居宅介護に対応可能な場合も含め把握。） 

 

  ○ 相談支援業務に対応可能な職員の把握するため、調査項目を追加。 

  （相談支援業務に従事している者のほか、相談支援業務に従事していないが、相談支 

  援業務に対応可能な場合も含め把握。） 

 

 

 

 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 

   障害福祉課福祉サービス係  櫻井琢磨

   TEL 代表 03-5253-1111（内線3091） 

      夜間 03-3595-2528 

   FAX    03-3591-8914 

   E-mail  sakurai-takuma@mhlw.go.jp
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